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※�居室とは、居間、食事室、居間兼食事室、食事室兼調理室、居間兼食事室兼調理室、寝
室、応接室、書斎その他これに類するもの

要
件
を
満
た
す
住
宅
改
修
で

税
金
が
減
額

　

住
宅
を
耐
震
改
修
や
バ
リ
ア
フ
リ
ー

改
修
、
省
エ
ネ
改
修
し
た
場
合
、
要
件

を
満
た
す
と
建
物
に
か
か
る
固
定
資
産

税
が
減
額
に
な
り
ま
す（
表
１
）。な
お
、

都
市
計
画
税
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

　

詳
細
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
請
は
工
事
終
了
後
３
カ
月
以
内
に

　

減
額
の
申
請
は
原
則
、
工
事
終
了
後

３
カ
月
以
内
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
と
省
エ
ネ
改
修

は
併
用
し
て
減
額
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
す
が
、
耐
震
改
修
は
他
の
改
修
と

併
用
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

特
別
な
事
情
が
あ
る
と

税
金
が
減
免

　

表
２
の
い
ず
れ
か
の
条
件
に
該
当
す

る
土
地
や
建
物
お
よ
び
償
却
資
産
は
、

申
請
す
る
こ
と
で
固
定
資
産
税
・
都
市

計
画
税
が
減
免
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま

す
。

　

納
期
限
を
過
ぎ
た
も
の
や
す
で
に
納

付
さ
れ
た
も
の
は
、減
免
で
き
ま
せ
ん
。

　

な
お
、
減
免
の
条
件
に
該
当
し
な
く

な
っ
た
資
産
は
、
減
免
事
由
消
滅
の
申

告
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

　

減
免
に
な
る
要
件
や
手
続
き
な
ど
、

詳
細
は
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

住宅改修などで
税金が減額
固定資産税の減額・減免制度

　固定資産税は、要件を満たす住宅改修で減額になるほか、特別な事
情があると減免になります。

資産税課（市庁舎２階、☎65・4123）問い合わせ

耐震改修 バリアフリー改修 省エネ改修

工
事
の
要
件

建築基準法の耐震基準
に適合する工事費用が
50万円を超える改修工
事

補助金などの額を除いた
自己負担額が50万円を超
える、浴室改良や段差解
消、手すり設置などのバ
リアフリー改修工事

補助金などの額を除いた
自己負担額が50万円を超
える、二重サッシ・複層ガ
ラス化などの居室※の窓の
改修工事（ただし、併せて
実施する床・天井・壁の断
熱改修など、省エネ基準に
適合する熱損失防止改修
工事も自己負担額に含め
ることが可能）

対
象
と
な
る
住
宅

昭和57年１月１日以前
に建築された住宅

建築された日から10年以
上経過し(ただし、改修後
の床面積が50平方メート
ル以上280平方メートル
以下)、65歳以上か障害
のある人、介護保険の要
介護認定または要支援認
定を受けている人が住ん
でいる住宅

平成20年１月１日以前に
建築された住宅(ただし、
改修後の床面積が50平方
メートル以上280平方メ
ートル以下)

減
額
内
容

床面積120平方メートル
分を限度に固定資産税の
２分の１が減額（長期優
良住宅の認定を受けてい
る場合は３分の２）

床面積100平方メートル
分を限度に固定資産税の
３分の１が減額

床面積120平方メートル
分を限度に固定資産税の
３分の１が減額（長期優
良住宅の認定を受けてい
る場合は３分の２）

減
額
期
間 工事完了の翌年度

表１　減額の対象となる改修と減額内容

対象資産 概　要

災害で滅失などした
固定資産

震災、風水害、火災、落雷などにより甚大な被害を受け
た場合、規定の割合に応じ、減免の対象となる

貧困により公私の扶助を
受ける人の所有する固定
資産

生活保護法による扶助を受けている、またはこれに準じ
た人が所有する固定資産が減免の対象となる

公共または公益のために
利用されている固定資産

公共または公益のために利用されている固定資産につい
て、減免の対象となる

表２　減免の対象資産
マイナンバーの
記載について

固定資産税の減額・減免の申
請書には、マイナンバーの記
載が必要です。申請時には、
マイナンバーの確認と本人
確認ができる書類を提示し
てください。（法人番号を記
載した場合は本人確認不要）

行
財
政
改
革
と
は
？

Q1
　
「
行
財
政
改
革
」
と
は
、
自
治
体
の

限
ら
れ
た
経
営
資
源
（
ヒ
ト
・
モ
ノ
・

カ
ネ
）
を
効
果
的
に
活
用
し
、
住
民
福

祉
の
向
上
を
図
っ
て
い
く
た
め
、
行
政

サ
ー
ビ
ス
の
必
要
性
や
提
供
手
法
な
ど

を
見
直
す
こ
と
を
言
い
ま
す
。

　

市
民
の
皆
さ
ん
が
安
心
し
て
暮
ら
し

続
け
ら
れ
る
帯
広
市
を
実
現
し
て
い
く

た
め
の
大
切
な
取
り
組
み
、そ
れ
が「
行

財
政
改
革
」
で
す
。

こ
れ
ま
で
は
ど
ん
な
こ
と

を
し
て
き
た
の
？

Q2
　

市
で
は
、
昭
和
58
年
の
「
帯
広
市
行

財
政
改
革
基
本
計
画
」
を
策
定
以
降
、

効
果
的
・
効
率
的
な
行
財
政
運
営
を
図

り
、
持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
を
進
め

る
た
め
、
継
続
的
に
行
財
政
改
革
に
取

り
組
ん
で
き
ま
し
た
。（
表
）

令
和
２
年
度
は

ど
ん
な
こ
と
を
し
た
の
？

Q3
　

市
で
は
、
令
和
元
年
度
末
に
、
第
５

次
に
あ
た
る
行
財
政
改
革
の
基
本
的
な

考
え
方
と
具
体
的
な
項
目
を
定
め
た

「
帯
広
市
行
財
政
改
革
計
画
（
令
和
２

年
度
～
令
和
６
年
度
）」
を
策
定
し
ま

し
た
。
こ
の
計
画
で
は
、「
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
見
直
し
と
公
民
連
携
の
推
進
」

と
「
内
部
資
源
の
効
率
的
な
活
用
と
強

化
」
の
２
つ
の
柱
の
も
と
で
、
関
連
す

る
取
り
組
み
を
進
め
る
こ
と
と
し
て
お

り
、
令
和
２
年
度
は
左
図
の
よ
う
な
取

り
組
み
を
進
め
ま
し
た
。（
図
）

　

計
画
は
、
外
部
委
員
の
意
見
も
取
り

入
れ
な
が
ら
推
進
し
て
お
り
、
取
り
組

み
の
結
果
に
つ
い
て
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
公
表
す
る
予
定
で
す
。

行財政改革って
なんだろう？
これから
4 4 4 4

の「帯広市」をつくるもの
　帯広市で進めてきた「行財政改革」の経過と、令和２年度の取り組み
についてお知らせします。

人事課（市庁舎５階、☎65・4108）問い合わせ

表　近年の行財政改革に係る計画

図　令和２年度の取り組みの例

名称 期間 主な取り組み事項

第一次行財政改革 H12～H15 社会福祉施設（東明寮、平原学園）の民間移管、
学校用務員の見直し　など

第二次行財政改革 H16～H19 ごみ収集業務の見直し、補助金・負担金の
見直し　など

新たな行財政改革 H20～H24 電算処理業務の見直し、公的資金の繰上償還
など

行財政運営ビジョン H25～R１ 市民協働の推進、窓口サービス等の充実　など

〇保育所の民間移管・再編
　将来にわたって安定的な保育を提供するため、令和
６年度までの民間移管のスケジュールなどを整理しま
した。令和３年度は、日赤東保育所の民間移管に向け
た準備を進めます。
〇ごみ収集業務の民間委託拡充
　ごみ収集業務をより効率的に実施するため、プラス
チック製容器包装の収集運搬業務の一部を新たに民間
へ委託すべく、収集体制の見直しなどを行いました。

1　行政サービスの見直しと公民連携の推進
《取り組みの例》  ………………………………………………………

〇キャッシュレス決済の導入検討
　住民票などの諸証明などの発行手数料をクレジットカ
ードや電子マネーで支払うことができるよう検討や準備
を進めました。また、令和４年度から、市税などの納付
をスマートフォンから行えるように準備を進めています。
〇ふるさと納税のPR拡大
　ふるさと納税申込サイトの拡充や返礼品数の追加などを通じ、帯広市の魅力
発信に取り組んだ結果、寄附額は昨年度比で約８倍に増加しました。

2　内部資源の効率的な活用と強化
《取り組みの例》  ………………………………………………………


